
蒲郡市地域集会施設建設等事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域における連帯意識の育成を図るため、地域住民組織であ

る総代区又は常会（駐在区）が行う集会施設の新築、増築、改造、修繕、冷暖房

器具の設置及び耐震診断等（以下「新築等」という。）に要する経費に対し、予

算の範囲内において蒲郡市地域集会施設建設等事業費補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付するため、蒲郡市補助金等交付規則（昭和３８年蒲郡市規則第１

７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業費及び補助率） 

第２条 補助の対象となる事業費（以下「補助対象事業費」という。）及び補助率

は、次のとおりとする。 

⑴ 補助対象事業費 

   補助対象事業費は、集会施設の敷地の築造及び整備に要する経費を除く事

業費であって、その事業費が３０万円以上（次のイに定める集会施設のバリ

アフリー化（集会施設の出入口等をバリアフリー化するものに限る。以下同

じ。）に伴う整備及び防炎対象物品の取替えは５万円以上、ウの冷暖房器具の

設置は１０万円以上、エの耐震診断等は３万円以上）の新築等に係るものと

し、その限度額は、次のとおりとする。 

ア 新築（集会施設のバリアフリー化に伴う一部外構築造を含む。） 

補助対象事業を行う地区の所属世帯数 補助対象事業費限度額 

２００世帯以下 １，３００万円 

３００世帯以下 １，５００万円 

４００世帯以下 １，８００万円 

５００世帯以下 ２，０００万円 

８００世帯以下 ２，２００万円 

８０１世帯以上 ２，５００万円 

     世帯数の算定は、補助対象事業の申請のあった月の前月の１日現在の当該

地区の世帯数とする。 



イ 増築、改造（集会施設のバリアフリー化に伴う一部外構整備を含む。）、修

繕（畳の表替え、障子・襖の張り替え及びカーテンの取替え等単なる維持修

繕は除く。ただし、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第４条の規定によ

る立入検査の結果、同法第８条の３第１項に規定する防炎対象物品を、同条

第２項に規定する表示を附したものへ取り替える場合は、この限りでない。） 

補助対象事業費限度額 １，１００万円 

ウ 冷暖房器具の設置（扇風機、石油ストーブ、温風ヒーター等簡易な冷暖房

器具の購入に要する経費は除く。） 

 補助対象事業費限度額 ２００万円 

  エ 耐震診断等（昭和５６年５月３１日以前に着工されたものに限る。） 

    補助対象事業費限度額 １４２万円 

⑵ 補助率 

   補助対象事業費の額の１００分の４５以内（１，０００円未満の端数は切り

捨てる。） 

（交付） 

第３条 補助金の交付は、補助金の額が確定した後に行うものとする。 

２ 補助金額が１００万円を超える場合で、補助対象者が補助金の前金払を申し出

たときは、補助金額の２分の１以内を補助事業完了前に支払うことができるもの

とする。ただし、１０万円未満の端数は切り捨てて支払うものとする。 

（雑則） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 



附 則 

１  この要綱は、平成８年８月１日から施行する。 

２  改正後の蒲郡市地域集会施設建設等事業費補助金交付要綱は、平成８年４月１

日以後に交付決定を行う補助事業について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 


